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区政報告
ニュース

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

の
拡
大
に
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
不

安
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

か
か
り
つ
け
医
等
の
身
近
な
医
療

機
関
で
相
談
・
受
診
・
検
査
が
出
来

る
「
発
熱
外
来
検
査
医
療
機
関
」
が

せ
っ
ち
さ
れ
て
い
ま
す
。

区
医
師
会
へ
の
10
月
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
、
区
内
で
現
在
53
の
医
療
機

関
（
か
か
り
つ
け
患
者
の
み
受
付
が

19
・
新
規
患
者
も
受
付
可
能
が
34
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。
病
院
名
は
非
公

開
で
す
。

発
熱
な
ど
心
配
な
方
は
近
く
の
診

療
所
や
か
か
り
つ
け
医
、
ま
た
は
東

京
都
発
熱
相
談
セ
ン
タ
ー
に
ま
ず
電

話
し
て
下
さ
い
。
医
師
が
必
要
と
認

め
た
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
は
、
自
己
負
担
は

あ
り
ま
せ
ん
。
（
下
図
参
照
）

☆荒川区政の各種情報・

話題など…横山幸次区議

のホームページをご覧く

ださい。

１月14日(木)
横山事務所18時～20時

※正月休みのため変更

※お困りごとなど電話、
ファックス、メールなど
でお気軽にご相談下さい。
※裏面 地域のまちづく
り、暮らしの情報…など

日
暮
里
繊
維
街
は
、
全
国
的
に
も
有

名
な
繊
維
問
屋
の
集
積
地
で
あ
り
、
今

で
も
多
く
の
方
が
全
国
か
ら
来
訪
さ
れ
、

買
い
物
な
ど
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
関
係
者
も
訪
れ

る
よ
う
で
す
。
し
か
し
以
前
か
ら
立
ち

寄
っ
て
休
憩
す
る
場
所
が
な
い
な
ど
、

観
光
面
で
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
２
０
２
１
年
１
月
オ
ー
プ
ン
予

定
の
地
域
活
性
化
施
設
＝
「
ふ
ら
っ
と

に
っ
ぽ
り
」
は
、
休
憩
ス
ペ
ー
ス
や
創

作
室
、
多
目
的
ス
ペ
ー
ス
、
創
業
支
援

施
設
を
併
設
す
る
な
ど
観
光
と
地
域
産

業
活
性
化
に
も
役
立
つ
施
設
と
し
て
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
も
と

も
と
あ
っ
た
日
暮
里
区
民
事
務
所
も
こ

の
施
設
に
入
り
ま
す
。

横
山
幸
次

来年度予算編成に向け区民アンケート

をお願いしています。また「Webアンケー

ト」も1月31日まで実施しています。QR

コードからサイトに入れま

す。まだの方は、ぜひご協

力ください。

弁護士と横山区議が相談をお受けし

ます。生活相談は、随時受付ています。

TEL&FAX ３８９５－０５０４
不在時は、留守電へ、後で連絡します。

区役所控室 ３８０２－４６２７

☆上は、入口の看板

建設中の施設正面…

２
０
２
０
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
へ
の
対
応
が
、
あ

ら
ゆ
る
分
野
で
問
わ
れ
た
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
医
療
崩
壊
の
危
機
が

迫
る
な
ど
国
民
の
命
に
関
わ
る
日
本

の
医
療
や
保
健
衛
生
な
ど
の
脆
弱
性

が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。
日
本

の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
が
世
界
１
４
９
位
、

一
方
「
Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
」
に
固
執
す
る
な

ど
現
政
権
に
よ
る
命
軽
視
の
無
為
無

策
ぶ
り
も
異
常
で
す
。
し
か
も
年
末

年
始
に
か
け
て
事
業
継
続
や
暮
ら
し

の
困
難
が
大
き
く
な
る
中
で
、
持
続

化
給
付
金
な
ど
も
打
ち
切
り
、
医
療

逼
迫
下
の
医
療
機
関
へ
の
減
収
補
填

も
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
自
己
責

任
押
し
付
け
の
新
自
由
主
義
政
策
を

転
換
し
、
ケ
ア
に
手
厚
い
支
え
合
う

社
会
の
実
現
を
今
こ
そ
め
ざ
す
と
き

だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
一
番
身
近
な

荒
川
区
政
こ
そ
、
区
民
の
大
変
さ
に

寄
り
添
い
、
大
規
模
開
発
を
見
直
し
、

感
染
拡
大
抑
止
と
く
ら
し
応
援
最
優

先
の
姿
勢
を
貫
く
と
き
で
す
。

新
し
い
年
、
格
差
を
た
だ
し
、
憲

法
の
生
存
権
、
人
権
な
ど
の
理
念
を

生
か
す
政
治
を
国
政
で
も
区
政
で
も

実
現
し
希
望
を
切
り
拓
く
年
に
す
る

た
め
、
み
な
さ
ん
と
力
合
わ
せ
て
が

ん
ば
り
ま
す
。

１階 おもてなしスペース（休憩）、

総合案内（コンシュルジュ）、ベ

ビーステーション、日暮里区民

事務所

２階 創作室、管理事務所

３階 ホワイエ、多目的スペース

４階 倉庫等

５階 工房、創業支援施設（イデ

タチ東京）



現在用途 面積
① 尾竹橋公園 0.42ha
②③ 旧尾竹橋清掃用地 0.32ha
④ 町屋七丁目公園 0.13ha
⑤ 土地開発公社用地 0.74ha
⑥ 河川区域 0.25ha

合計 1.86ha

菅
首
相
「
爆
発
的
な
感
染
は

絶
対
に
防
ぎ
、
国
民
の
命
と
健

康
を
守
り
抜
き
ま
す
」
（
10
月

26
日
の
所
信
表
明
）
と
表
明
し

ま
し
た
。
そ
ん
な
お
り
シ
ョ
ッ

キ
ン
グ
な
数
字
を
目
に
し
ま
し

た
。
菅
政
権
が
発
足
し
て
こ
の

３
カ
月
間
で
死
者
数
１
３
２
６

人
。
こ
れ
は
安
倍
政
権
下
の
２

倍
以
上
の
ペ
ー
ス
。
菅
政
権
が

唱
え
た
「
勝
負
の
3
週
間
」

（
11
／
26
〜
12
／
16
）
は
死
者

数
７
１
９
人
と
の
数
字
で
す
。

勝
負
の
３
週
間
は
「
最
悪
の
３

週
間
」
と
な
り
ま
し
た
。

要
因
は
な
に
か
検
証
し
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
が
、
政
治
の

責
任
が
最
も
大
き
い
の
で
は
？

年末年始にかけて、事業や暮らしの困難が広がっています。

①持続化給付金、家賃支援給付金などの手続きは終わっていま

すか？申請したがまだ給付されない、「書類不備」で送り返さ

れた…など相談が寄せられています。

区内関係団体や日本共産党国会議員団とも連携して解決にあ

たっています。（現状2021年１月15日で終了となっています。

再度の支給が必要です。）

②緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付が2021年3月まで延長

されました。

問合せ 荒川区社会福祉協議会TEL：03-3802-2794（代表）

③生活保護制度の利用はためらわないで…

厚生労働省も「生活保護の申請は国民の権利」「生活保護を

必要とする可能性は度中にもあるものですので、ためらわずに

ご相談ください」と呼びかけています。

福祉部生活福祉課相談係電話番号：03-3802-3111（内線：2624）

※他の支援制度もあります。お気軽にご相談ください。

０３－３８９５－０５０４ 横山事務所まで

☆町屋７丁目に「町屋公園」
(1.86ha)ができます
荒川区全体で最も一人あた

り公園面積の少ないのが町屋

地域。今回、尾竹橋公園、７

丁目公園とその周辺を統合し

て都市計画公園ができます。

１０年位かかるようですが、

大事な一歩です。ただ公園ま

での道路の整備が課題です。

☆京成線高架下整備は
京成線高架下から人々の

暮らしと生業の音が消えて

長く経過しています。やは

りこの空間は、まちづくり

の大きなマイナス…です。

☆町屋８丁目都住そ
ばの空き地の行方
８丁目都住側に比較

的広い未利用都有地。

荒川区は特養ホームの

建替え等も課題ですが、

その立替用地などで使

えないでしょうか

☆町屋５、６、７丁目一帯を
バリアフリーに
この地域には特養ホームな

ど高齢者施設、障害者施設、

保育園、都営住宅があり、道

路含めたバリアフリー化は緊

急課題です。

☆最大の課題は密集市街地の改
善…公有地取得も
大地震で甚大な被害を受けること

が予測される町屋地域。道路拡幅と

ともに住宅の耐震化促進のため、住

替え・建て替え用の公的住宅が必要

です。また公園や防災機能を備えた

公共施設などの整備も課題です。そ

のためには、公有地の確保が必要で

す。北村園商品センターの跡地など

今後どうなるのかも注目されます。

私
達
の
住
む
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
を
ご
一
緒
に
考

え
た
い
と
思
い
ま
す
。
住
み
続
け
る
た
め
に
何
が
必

要
か
？
地
域
の
現
状
や
区
の
計
画
な
ど
知
り
、
住
民

合
意
で
進
め
る
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
、
地
域

の
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
他
に
も
町
屋
図
書
館

更
新
、
電
化
通
り
拡
幅
、
防
災
機
能
向
上
な
ど
多
く

の
課
題
が
あ
り
ま
す
。
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。


